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主要課題主要課題主要課題主要課題１１１１●●●●男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向１１１１●●●●学校教育学校教育学校教育学校教育におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

１  教育活動全体を通した人

権教育の実施 

《概要》 

各教科の指導，学級活動，その

他教育活動全体を通して，人権

を尊重する意識や態度を育て

る。男女混合名簿を採用する。 

継続 各教科の指導，学級活動，その他の教育活動全体を通

して，人権を尊重する態度を育てる。特に男女混合名

簿の採用や係・委員会活動等での男女協働活動を積極

的に実施した。（１３校） 

 

指導室 ２ ａ，ｃ，ｇ 

２  道徳教育を通した男女平

等教育の実施 

《概要》 

道徳の時間における人権教育 

を実施する。 

継続 道徳の時間における指導の中で，特に学習指導要領

（道徳）内容項目２「主として他人とのかかわりに関

すること」を年間計画の中に位置付け，異性に対して

も，信頼を基にして，正しい理解と友情を育て，協力

して助け合おうとすることに配慮した授業を実施し

た。（１３校） 

指導室 ２ ａ，ｂ，ｃ，

ｇ 

３  総合的な学習の時間を通

した人権教育の実施 

《概要》 

市内小中学校の総合的な学習 

の時間においてゲストティー 

チャーを調整，支援する。 

 

継続 

 

市内小・中学校の総合的な学習の時間において，指導

者の調整・支援を行った。 

２１年度は小・中学校の依頼に対して，福祉分野につ

いてゲストティーチャーや指導者の調整，福祉機器の

貸出など，支援を行った。 

また，今年度も８月に市内小・中学校・守谷高校教職

員（１６名）に対して，総合学習の時間を通した取り 

組みの研修会を実施し，事業の趣旨，目的を説明し， 

社会福祉協議会 ２ ｂ，ｅ，ｇ 

基本目標基本目標基本目標基本目標１１１１    男女男女男女男女のののの人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重とととと男女平等意識男女平等意識男女平等意識男女平等意識のののの確立確立確立確立    
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各校毎に人権教育全体計画を見直すことで，人権に対

する意識の高揚を図った。また，8 月には，今年度守

谷市への新規転入職員と各校人権教育担当職員を対

象に人権に対する研修を行った。（５８名） 

学校訪問の際には全職員に「三ない運動（飲酒，体罰，

セクハラの防止）」を呼びかけ，周知徹底に心がけた。

（１３校） 

指導室 ２ ｃ，ｇ ４  教職員への平等教育の徹

底 

《概要》 

男女平等観の向上を目指し，教 

職員の研修の充実を図る。 

継続 

同和教育講演会の実施 

○日  時  平成２１年８月７日（金） 

○会  場  守谷市中央公民館ホール 

○講  師  大湾 昇 氏 

（徳島県同和地区青年団体連絡協議会 

 「止場の会」事務局） 

○演  題  『お互い学び出会いを大切に』 

市民協働推進課 １ ａ，ｂ，ｇ 

５  家庭科教育の充実 

《概要》 

共修による家庭科教育を通し

て，家族や子育てについての学

習を図る。 

継続 必修による家庭科教育を通して，家庭のあり方や家族

の人間関係，子育てなど，家庭生活における協同，協

力の意義を理解し，実践しようとする意欲を高める取

り組みを実施した。 

指導室 ２ ｂ，ｃ，ｆ，

ｈ 

 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向２２２２●●●●家庭家庭家庭家庭・・・・地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

６  子育て・仲間づくりセミ

ナーの実施 

（家庭教育講座の実施） 

 

継続 ○第１回家庭教育講座 

日 時：平成２１年６月１７日（水），１８日（木），

２３日（火），２４日（水） 

講 話：「子どもの成長する姿をみつめて」  

生涯学習課 ２ ｇ 
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《概要》 

平成２１年度から「家庭教育講 

座」として，健全な児童・生徒

の育成をめざし，親としての自

覚や意識を高め合うことを目的

に実施している。 

 講 師：大野 英二先生（前利根町教育委員会教育長） 

○第２回家庭教育講座 

日 時：平成２１年１１月２５日（水），２６日（木） 

テーマ：「食について考えよう」 

講 師：平澤 一子 先生（元栄養士） 

○第３回家庭教育講座 

日 時：平成２２年２月１０日（水） 

テーマ：「家庭教育について」 

講 師：染野 博司 先生（元茨城県公立学校長） 

   

７  合同家庭教育学級の開催 

《概要》 

小学校，中学校と連携した子育

て支援や家庭教育に関する学習

会を開催する。 

継続 児童生徒を持つ保護者が家庭教育の重要性を認識し，

家庭において子どもの育成を図るために必要な知 

識・技能を学習する。 

○家庭教育講演会 

演題：「歴史から学ぶ子育てと子どもの教育」 

講師：黒澤 彰哉氏（茨城県立歴史館史料学芸部長  

日本考古学協会員） 

生涯学習課 ３ ｇ 

８  両親学級の実施 

《概要》 

妊婦とその家族を対象とした妊

娠・出産・育児に関する講義や

実習を行い，パートナーとの関

係を見つめ直し，尊重し合うこ

との大切さや夫婦の協力につい

て考えるきっかけづくりをす

る。 

継続 平成１９年度から従来の両親学級を母親学級・両親学

級に分け実施。両親学級は夫婦での参加を原則とし，

より夫婦での子育てについて考える内容とした。（全

７回 参加夫婦１３５組） 

・妊婦体験，コミュニケーション，沐浴などにおいて， 

夫婦とも満足感が高く，実践したいという人の声が

多かった。 

・テキストの中に「父子手帳」を入れて父になる人達 

に配布した。 

保健センター １ ｃ，ｆ，ｈ 
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９  子育てハンドブック作

成・配布 

《概要》 

母子健康手帳交付時に，子育て

ハンドブックを配布し，家庭に

おける子育ての情報提供をす

る。 

継続 ●地域子育て情報誌「トライアングルブック」の提供 

子育て支援事業を行っている機関，児童福祉課，ファ 

ミリーサポートセンター，家庭児童相談室，保健セン

ター，ねっこ（まつやま保育園），アビエス（わかば

のもり保育園），夢っ子（地域子育て支援センター）

が連携して作った子育て情報誌を子育て中の親に提

供する。地域の公民館，市役所，保健センター，各子

育て支援センターに置き自由に取ってもらうように

した。転入者が多い中，新しい方々にも行き渡るよう

保健センターの乳児検診時や、母子手帳配布時に一緒

に配布するようにしている。 

児童福祉課 ２ ａ，ｂ，ｃ，

ｈ 

１０ 男性を対象とした料理講

座の開設 

《概要》 

男性を対象とした，簡単な料理

法 

継続 平成 21 年度は実施なし。 

 

生涯学習課 ―  

１１ 地域活動における男女共

同参画の推進 

《概要》 

男女が共に自治会活動・コミュ

ニティ活動へ参画することを促

進するための啓発を行う。 

新規 自治会・町内会，市民活動団体等が，人と人とのつな

がりがある住みよいまちづくりを目指し，環境美化，

防犯，防災をはじめとする様々な活動を行っており，

男女が共に計画段階から関わり，活躍している。 

協働のまちづくりの推進により，今後さらに，まちづ

くりのための活動や事業など個別の取り組みだけで

はなく，「まちをつくっていくこと」という全体的な

取り組みに皆が参画して実施していくことを目指す。 

市民協働推進課 １ ｃ，ｅ 
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向３３３３●●●●社会社会社会社会におけるにおけるにおけるにおける男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画をををを推進推進推進推進するするするする教育教育教育教育・・・・学習学習学習学習のののの充実充実充実充実 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

１２ 生涯学習推進体制の充実 

《概要》 

生涯学習推進のため，諸施策に

ついて検討し，充実を図る。 

継続 「いつでも，どこでも，誰でも」できる生涯学習をＰ 

Ｒし，多くの市民に親しんでもらうこと，また，社会 

教育施設における，計画的，効率的な運営を推進し， 

多様な活動を行えるような学習環境を整備すること 

を推進し，あらゆる年代の男女の生涯学習への参加促 

進を図っている。 

生涯学習課 ２ ａ，ｅ，ｇ 

１３ 生涯学習フェスティバル

の開催 

《概要》 

市民の自由参加のもと，市内で

行われている学習活動などを通

じて，生涯学習の輪を広げるこ

とを目的に開催する。 

継続 女性が，積極的に社会に参加する機会として，公民館

のサークルなどがありその活動の発表の場としてフ

ェスティバルを行った。踊りや歌及び展示など女性が

中心となってフェスティバルを行った。 

開催日 ：１０月１８日（日） 

参加人数：１，１８０名 

主な内容：サークル発表，人形劇，ビンゴゲーム，中

国雑技ショー，紙ヒコーキ教室，第４回守谷紙ヒコー

キ大会（滞空時間競争），ちびっ子市場，お祭りマー

ケット，フリーマーケット，模擬店，各種展示コーナ

ー，おもちゃ修理体験コーナー 

生涯学習課 ３ ｂ，ｇ 

１４ 地区公民館運営協力員の

設置 

《概要》 

地区公民館事業に関する企画・ 

立案をし，地域にあった公民館 

事業の展開を図る。 

継続 地区公民館事業に関する企画・立案をし，地域にあっ

た公民館事業の展開を図っている。 

○協力員数 

公民館 男性 女性 合計 

郷州 ９ １１ ２０ 

高野 １１ ８ １９ 

北守谷 １４ ４ １８  

生涯学習課 ２ ａ，ｂ，ｇ 
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  大野地区 １３ １１ ２４ 

合 計 ４７ ３４ ８１ 

【役割】 

（１）住民の文化教養及び体育の向上を図るための行

事・事業について協力する。 

（２）地域住民の公民館活動について，理解を深める

とともに，参加意識を高め，住民の意思が反映

できるようにする。 

   

１５ 女性セミナーの充実 

《概要》 

体験学習や講座を通し，参加者 

相互の交流を図る。 

継続 平成２０年度 事業廃止 生涯学習課   

１６ もりやいきいきライフリ

ーダーバンクの設置 

《概要》 

青少年活動や料理，語学，人形 

劇，スポーツなど多様な指導者 

を登録し，利用者に応じた指導

を行う。 

拡充 もりやいきいきライフリーダーバンクに指導者を登

録し，市事業の講座・教室,また市民の要請に応じ専門

分野の指導を行っている。 

【指導内容・分野】登録者９２名 

青少年・親子活動（４名），料理（６名），その他社

会/暮らし（１１名），語学（６名），コーラス・楽

器演奏（１名），絵画・創作（８名），人形劇・お話

し会（６名），舞踏・邦楽（４名），華道・アートフ

ラワー（５名），手芸・園芸・工芸（９名），茶道・

着付け（４名），書道・硬筆（０名），陶芸（０名），

スポーツ・健康・ダンス（２８名） 

生涯学習課 ３ ｇ 

１７ 男女共同参画推進の拠点

機能の整備 

《概要》 

新規 既存の公民館等の施設において，様々なテーマでセミ

ナー・フォーラムを企画・運営しており，固定の拠点

がなくても，学習機会の提供をできる環境にある。今 

市民協働推進課 ３ ａ，ｃ，ｇ 
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男女共同参画推進のための拠点 

機能のあり方を検討する。 

 後も引き続き，ホームページ・広報を通しての情報提

供や，セミナー等学習機会の提供を実施し，「男女共

同参画学習の促進」の機能を果たせるよう努める。 

   

１１（再）地域活動における男

女共同参画の推進 

新規  市民協働推進課 １ ｃ，ｅ 

 

 

主要課題主要課題主要課題主要課題２２２２●●●●男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの理解理解理解理解のののの促進促進促進促進とととと意識意識意識意識のののの改革改革改革改革    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向１１１１●●●●男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画にににに関関関関するするするする意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

情報提供の一環として，内閣府等から配布されたビデ

オの貸し出しを行っている。 

市民協働推進課 

 

３ ｃ，ｇ １８ 男女共同参画に関する情

報の提供 

《概要》 

図書，資料，国・県・他自治体， 

大学等の情報の資料，ビデオ等 

の整備を図り，情報を提供する。 

新規 

図書を中心に，男女共同参画に関する資料を収集し，

情報を提供する。 

平成 2１年度は新たに１６点の関連図書を収集し，累

計１１５点の資料を提供できるようになった。 

中央図書館 ２ ａ～ｈ 

１９ 男女共同参画推進員との

連携による広報・啓発活

動の実施 

《概要》 

茨城県が設置する男女共同参 

画推進員と連携を図り，広報・ 

啓発活動を行う。 

新規 県主催の推進員と行政職員との合同研修会を通して，

情報の共有を図った。推進員の役割として，県発行の

啓発広報紙『ハーモニー広場』を居住する地域に配布

している。 

合同研修会の内容：意見交換会，グループ討議 

市民協働推進課 ３ ｅ 

２０ 講演会・フォーラムの実

施 

《概要》 

拡充 一人ひとりが男女共同参画について興味を持っても

らえるよう，古典芸能の世界で活躍する女性に焦点を

当てた市民による企画を採用し開催した。 

市民協働推進課 １ ａ，ｂ，ｃ，

ｇ 
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市民の男女共同参画に対する関

心を高めるために開催し，積極

的な啓発を図る。 

 【【【【市民企画市民企画市民企画市民企画セミナーセミナーセミナーセミナー】】】】女性セミナー「ミレニアム」 

１１／４（水）  

『張り扇片手に．貞寿拝』参加者数 ４１人 

【【【【ぱぱぱぱーーーーとなとなとなとなーーーーしっぷしっぷしっぷしっぷフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム 20202020１０１０１０１０】】】】 

１月２３日（土）開催  参加者数 ２５０人 

市が目指すまちづくりに取り組むととに，｢男女共同

参画都市宣言｣を実施することにより，男女共同参画

を推進する姿勢を市内外に PR することを目的に開

催。 

○会  場  守谷市中央公民館ホール 

○講  師  広岡 守穂 氏（中央大学法学部教授） 

○演  題  『僕が妻を変えた日 

～自分らしく生きるために～』 

   

    

    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向２２２２●●●●多様多様多様多様なななな媒体媒体媒体媒体をををを通通通通じたじたじたじた広報広報広報広報・・・・啓発活動啓発活動啓発活動啓発活動のののの推進推進推進推進 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

２１ 男女共同参画の視点に立

った広報紙・ホームペー

ジ等の作成 

《概要》 

広報もりや，ホームページ上に 

国・県の動きや各種相談業務， 

女性情報などを掲載する。 

継続 広報もりや（毎月１０日号）の「男女共同参画コラム」

に各種セミナーの募集記事，啓発記事を掲載した。 

ホームページには，コラムへの掲載記事のほか，「守

谷市男女共同参画推進条例」，「男女共同参画宣言都

市」，「男女共同参画イメージソング」，「男女共同参画

推進計画（後期実施計画）」を掲載し，市の男女共同

参画行政に関する情報提供を図ることができた。 

市民協働推進課 １ ａ，ｃ，ｇ 

２２ 男女共同参画に関するリ

ーフレットの作成 

新規 平成 21 年４月に施行した「守谷市男女共同参画推進

条例」の周知用としてリーフレットを発行した。内容 

市民協働推進課 １ ａ，ｂ，ｃ，

d，ｅ，ｆ， 
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《概要》 

男女共同参画に関する情報をリ 

―フレットにまとめ，意識啓発 

を図る。 

 は，元男女共同参画推進条例検討委員の協力によるも

ので，表紙は市内在住の高校生にイラストを書いても 

らった。 

  ｇ，ｈ 

 

 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向３３３３●●●●男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった社会制度社会制度社会制度社会制度・・・・慣行慣行慣行慣行のののの見直見直見直見直しししし    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

２３ 男女共同参画に関する法

令等の周知 

《概要》 

「男女共同参画基本法」等の周 

知を図る。 

新規 

２４ 男女共同参画に関する法

律や制度理解のための講

座の開設 

《概要》 

男女共同参画に関する法律や制 

度を正しく理解するための講座 

を開設する。 

新規 

ホームページ及び広報もりやの「男女共同参画コラ

ム」のコーナーを通して，関連する法律や制度をＰＲ

している。 

・権利侵害は禁止です！（ドメスティック・バイオレ

ンス，セクシャル・ハラスメント，パワー・ハラス

メントといった権利侵害を禁止） 

市民協働推進課 ３ ａ，ｂ，ｃ，

ｄ，ｅ，ｆ，

ｇ，ｈ 

２５ 社会制度や慣行に関する

調査・研究 

《概要》 

男女共同参画の視点で社会制度 

や慣行について調査を行う。 

新規 男女共同参画推進会議検討会（庁内組織）に対し，職

業生活，家庭生活，地域生活等を両立できるようや社

会制度や慣行に関する内容の周知を図った。 

 

市民協働推進課 ３ ａ，ｂ，ｃ，

ｄ，ｅ，ｆ，

ｇ，ｈ 
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施策施策施策施策のののの方向方向方向方向４４４４●●●●男女共同参画推進条例制定男女共同参画推進条例制定男女共同参画推進条例制定男女共同参画推進条例制定・・・・宣言実施宣言実施宣言実施宣言実施にににに向向向向けてのけてのけてのけての研究研究研究研究    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

２６ 男女共同参画推進条例の

研究 

《概要》 

男女共同参画社会を形成するた 

めの基礎的条件づくりとして， 

条例制定に向けた研究・検討を 

行う。 

新規 平成 21 年４月１日 

『守谷市男女共同参画推進条例』施行 

市民協働推進課 １ ａ，ｂ，ｃ，

ｄ，ｅ，ｆ，

ｇ，ｈ 

２７ 男女共同参画都市宣言実

施に向けての検討 

《概要》 

男女共同参画都市宣言を実施す

るための検討を行う。 

新規 平成２０年度に宣言 

平成２１年３月１７日 男女共同参画都市宣言 

市民協働推進課 １ ａ，ｂ，ｃ，

ｄ，ｅ，ｆ，

ｇ，ｈ 

 

 

主要課題主要課題主要課題主要課題３３３３●●●●男女男女男女男女におけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆるにおけるあらゆる暴力暴力暴力暴力のののの根絶根絶根絶根絶 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向１１１１●●●●ドメスティックドメスティックドメスティックドメスティック・・・・バイオレンスバイオレンスバイオレンスバイオレンス防止対策防止対策防止対策防止対策のののの推進推進推進推進 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当担当担当担当課課課課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

２８ ドメスティック・バイオ

レンス防止に関する啓発

活動の実施 

《概要》 

ドメスティック・バイオレンス 

が人権侵害であることを踏まえ 

防止に向けて取り組むための啓 

新規 

 

ホームページ及び広報もりやの７月１０日号で，「権

利侵害は禁止です！」と題し，ドメスティック・バイ

オレンス，セクシャル・ハラスメント，パワー・ハラ

スメントといった権利侵害を禁止する広報を実施し

た。相談が来た場合，相談窓口を紹介しているが，今

後市の相談窓口を開設することも検討していく必要

がある。 

市民協働推進課 

 

３ 

 

ａ，ｂ 
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発活動を行う。  

２９ ドメスティック・バイオ

レンスに関する調査研究

情報の収集と提供 

《概要》 

ドメスティック・バイオレンス 

の実態や，暴力が子どもへもた 

らす影響について把握するため 

関係機関による調査研究情報を 

収集し，提供する。 

新規 

 

 

 

   

 

 

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向２２２２●●●●セクシュアルセクシュアルセクシュアルセクシュアル・・・・ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント防止対策防止対策防止対策防止対策のののの推進推進推進推進    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

３０ セクシュアル・ハラスメ

ント防止についての意識

啓発の実施 

《概要》 

セクシュアル・ハラスメント防 

止に向けたセミナー等を開催す 

る。 

新規 市民協働推進課 ２ ａ，ｄ 

３１ 事業所等に対するセクシ

ュアル・ハラスメント防

止に関する啓発の実施 

《概要》 

新規 

ホームページ及び広報もりやの７月１０日号で，「権

利侵害は禁止です！」と題し，ドメスティック・バイ

オレンス，セクシャル・ハラスメント，パワー・ハラ

スメントといった権利侵害を禁止する広報を実施し

た。 

茨城県労働局雇用均等室のパンフレット等を配布。ホ

ームページへリンクし，随時情報を提供。 

 経済課 

市民協働推進課 

２ ａ，ｄ 



 12 

事業所等におけるセクシュア 

ル・ハラスメント防止対策の徹 

底について働きかける。 

     

    

    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向３３３３●●●●相談体制相談体制相談体制相談体制のののの整備整備整備整備    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

３２ 男女間における暴力に関

する相談体制の整備 

《概要》 

ドメスティック・バイオレンス，

セクシュアル・ハラスメント等

に関し，女性の人権尊重を第一

に考えた相談体制を充実する。 

新規 リーフレット（「あなたを守る相談窓口」）を配布し，

相談先の情報提供を行っている。ホームページでは県

内の公的機関を中心に相談に関する詳細を紹介して

いる。今後は，庁内で相談体制を検討していくことが

課題となり，相談内容に応じて，各課が協力していく

体制づくりをしていくことが必要となる。 

市民協働推進課 

保健センター 

２ ａ，ｂ，ｃ，

ｆ，ｈ 

３３ 人権相談の充実 

《概要》 

人権擁護委員による相談を充実

させる。 

継続 生活に身近な事柄については，男性より女性の相談者

の方が多い。市民が安心して日々の生活を送れるよ

う，関係機関との連携を図りながら対応している。 

相談（年７回実施） 相談件数２３件 

市民協働推進課 ２ ａ 

３４ 法律相談 

《概要》 

弁護士による相談を充実させ

る。 

継続 相談（年１２回実施） 相談件数９６件 

 県弁護士会による法律相談が守谷市商工会にて毎

週実施されている。 

市民協働推進課 ２ ⅰ 

３５ 心の健康相談 

《概要》 

精神科医師，心理相談員，精神

保健福祉士による人権，虐待を 

継続 精神科医師や精神保健福祉士，臨床心理士等によるこ

ころの健康相談を，毎月１回開催している（対人関係，

うつ・統合失調症など精神疾患，小児の発達相談など

の相談）。その他，保健センター職員の精神保健福祉 

保健センター ３ ｂ 
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含めた相談及び関係機関との連 

携を図る。 

 士等による，電話や面接の相談を随時実施した。 

・こころの健康相談：実２３件 ／ 延３４件 

・随時の相談：面接 90 件 電話７５件 訪問 87 件 

相談者の 7 割が女性を占めている。他からの依頼，部 

機関からの依頼が増えており虐待などにも幅広く対

応している。 

   

３６ 相談業務に携わる市職員

研修の実施 

《概要》 

問題解決に向けて，質の高い相 

談や情報を提供できるよう，相 

談業務に携わる市職員研修を実 

施する。 

新規 ドメスティック・バイオレンス，セクシュアル・ハラ

スメントなど，男女間における暴力については，各課

の担当者が県などの関係機関による研修会に参加し

ている。 

セクシュアル・ハラスメントについては，茨城県自治

研修所において「セクシュアル・ハラスメント防止研

修講師養成研修」を実施する年度は積極的に職員を派

遣して受講させている。（平成１７年度に１名受講し

て以来，研修が開催されないため，参加できていな

い。） 

今後も茨城県自治研修所における研修をはじめ，他の

研修についても積極的に参加をしていくとともに，研

修会開催について関係課へ情報提供していく予定で

ある。また，研修を受講した職員から実際に窓口で市

民からの相談を受ける職員への情報提供・共有が図ら

れるよう，働きかけていく。 

総務課 ３ ａ，ｇ 

３７ 関係機関とのネットワー

クの整備 

《概要》 

国，県，被害者の保護にかかわ 

新規 リーフレット（「あなたを守る相談窓口」）を配布し，

相談先の情報提供を行っている。ホームページでは県

内の公的機関を中心に相談に関する詳細を紹介して

いる。今後は，相談内容に応じて，各課が協力してい 

市民協働推進課 ２ ａ，ｂ 
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る関係機関とのネットワークの 

整備を図る。 

 く体制づくりをしていくことが必要となる。    

３８ 被害者の住民票の交付制

限 

《概要》 

警察等で被害者に対して支援が 

必要と認められた場合に限り， 

加害者への住民票交付を制限す 

る。 

継続 ・警察等で被害者に対し支援が必要と認められた方か

らの住民票の交付制限の申請を受ける。（継続して実

施する。） 

・各関係部署との連携をはかった。 

総合窓口課 １ ａ，ｃ，ｆ 

    

    

主要課題主要課題主要課題主要課題４４４４●●●●メディアメディアメディアメディアにおけるにおけるにおけるにおける人権人権人権人権のののの尊重尊重尊重尊重    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向１１１１●●●●男女男女男女男女のののの人権人権人権人権をををを尊重尊重尊重尊重したしたしたした情報発信情報発信情報発信情報発信のののの推進推進推進推進    

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

３９ 人権を尊重した表現の推

進にむけた啓発の推進 

《概要》 

男女共同参画の視点に立った情 

報の発信について，広報もり 

や・ホームページ等で啓発を行 

う。事業所等が発行する広報物 

等に対して人権への配慮がなさ 

れるよう働きかける。 

新規 広報・毎月１０日号 男女共同参画コラムを通して，

男女共同参画の視点に立った情報を発信しており，人

権尊重の表現がなされるよう配慮している。 

 

市民協働推進課 

 

３ ａ，ｇ 

４０ 市広報紙・出版物におけ

るガイドラインの作成 

継続 市民向け刊行物を作成する際，性別による固定役割分

担をイメージさせるイラスト等が掲載されないよう 

秘書課 ３ ｃ 
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《概要》 

男女共同参画の視点に立った広 

報紙・出版物に関するガイドラ 

インを作成し，男女の人権を尊 

重した適切な表現を行うよう配 

慮する。 

 にしている。    

４１ 市ホームページにおける

人権を尊重 

《概要》 

市ホームページにおいて，男女 

の人権に配慮した情報を発信す 

るよう努める。 

 

＊アクセシビリティ 

日本工業規格（JIS）：アクセシ 

ビリティ JIS（JIS X8341 高 

齢者・障害者等配慮設計指針－ 

情報通信機器・ソフトウェア・ 

サービス：第 3 部ウェブコンテ 

ンツ） 

継続 平成 17 年 4 月から全面リニューアルを図り，併せて

高齢者・視覚障害者等や子どもにも平等に情報閲覧が

可能なようにアクセシビリティ（＊）の確保（配慮）

を図った（継続）。 

また，各情報ページの情報表記においては，継続して

各課の判断で人権を尊重した表現としているページ

作成・編集を実施している。 

平成 18 年度には「守谷市公式サイト作成ガイドライ

ン」を策定・公開し，平成 20 年度現在でアクセシビ

リティに対応したページは公開部分全体の９割程度

に達した。 

 

 [アクセシビリティにおける外部評価機関によるチェ

ック結果] ・・・継続して良好 

・W3C（World Wide Web Consortium）・・・（2005

年 9 月結果）良好 

・WDG（Web Design Group）・・・（2005 年 10

月結果）良好 

・Another HTML-lint・・・（2006 年 1 月結果）

良好 

企画課 １ ｇ 
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  ・A.A.O.（Allied-Brains Accessibility Online）・・・

（2006 年 12 月結果）レベル A 

   

 

    

施策施策施策施策のののの方向方向方向方向２２２２●●●●情報情報情報情報をををを活用活用活用活用できるできるできるできる能力能力能力能力((((メディアメディアメディアメディア・・・・リテラシーリテラシーリテラシーリテラシー))))向上向上向上向上のののの促進促進促進促進 

具体的事業具体的事業具体的事業具体的事業    区分区分区分区分    実施状況実施状況実施状況実施状況    担当課担当課担当課担当課    達成度達成度達成度達成度    効効効効    果果果果    

４２ 広報紙・ホームページ等

における情報活用に関す

る啓発の推進 

《概要》 

広報もりや等を通して情報を活 

用できる能力の向上に関する理 

解の促進を図る。 

新規 広報・毎月１０日号 男女共同参画コラムを通して，

男女共同参画の視点に立った情報を発信しており，人

権尊重の表現がなされるよう配慮している。 

また，メディア・リテラシー（※）についても，ホー

ムページ等で推進していく。 

※メディア・リテラシー：メディアにおける情報に影

響されず，自分の考えをもって読み解き，活用する能

力 

市民協働推進課 ３ ａ，ｇ 

４３ 情報活用能力の育成と情

報モラル教育の実施 

《概要》 

インターネットをはじめとする 

様々なメディアが社会や生活に 

及ぼす影響を理解し，情報化の 

進展に対応できる能力育成に努 

める。 

継続 男女混合グループによるコンピュータを使った学習

を実施した。 

指導室 ２ ｃ，ｇ 

 


